
建設発生土の利用又は搬出に関する特記仕様書 

 

１．建設発生土の利用 

 本工事に使用する土砂は、次の建設発生土を利用すること。 

 なお、搬入元工事等のやむを得ない事情により利用することが困難な場合は、監督職員と協議すること。 

搬入元の種類 他の工事  仮置き場  ○○○ 

工事名  

工事場所  

土量等    土  量         m3 

 土  質  

 運搬距離         ㎞ 

搬出予定時期   年  月上中下旬 ～   年  月上中下旬 

受注者 会 社 名  

 電話番号  TEL(       )     - 

留意事項  

 

 

２．建設発生土の搬出 

本工事に伴い発生する土砂は、次の場所へ搬出すること。 

 なお、搬出先のやむを得ない理由により搬出することが困難な場は、監督職員と協議すること。 

 また受注後に、経済性等により搬出先を変更する提案がある場合、島根県建設副産物処理要領「（参考

資料）発注者が指定する処分地チェックリスト」等を参考に、必要な資料を添付のうえ協議すること。 

搬出先の種類 処分場 

施設名 石原残土処理場 

所在地 仁多郡奥出雲町 

土量等    土  量 処分量 1,450 m3 

 土  質 砂質土 

 運搬距離 18.2 ㎞ 

搬出予定時期    年  月上中下旬 ～   年  月上中下旬 

受注者 会 社 名  

 電話番号 TEL(       )     - 

受入料        円／㎥   

盛土規制法 許可等不要（受入地許可等済み含む）  許可等済み  許可等予定 

留意事項  

 

【建設発生土の搬出量が５００㎥以上の場合】 

資源有効利用促進法 指定副産物省令（平成三年建設省令第二十号）第 8 条第 3 項に基づく、確認事項につ

いて（様式）発生土に関する手続き状況 に示す。 


